
 

香川県立保健医療大学入学資格審査規程 

 

（趣旨） 

第１条 本規程は、香川県立保健医療大学が学校教育法施行規則第１５０条第７号に定める入

学資格審査（以下「入学資格審査」という。）を行うために必要な事項を定める。 

（個別の入学資格審査における入学資格の要件） 

第２条 本学が実施する個別の入学資格審査により本学への入学資格を付与する場合の要件

は、次のいずれにも該当する場合とする。 

(1) 学校教育法に規定する通常の課程の修了者（修了見込み者を含む。）に該当しない者で、

入学する年度の学年の初めにおいて１８歳以上である者 

(2) 申請者の学習歴、実務経験及び取得している資格等を総合的に判断し、次のいずれか

に該当し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者 

イ 個人の学習歴等が高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有する者と本学が認め

るもの。 

ロ 取得している資格等に係る資格試験において、高等学校を卒業した者と同等以上の

学力を有することを確認する学力試験を科し、かつ専門的知識等を審査のうえ与えら

れる職業資格を取得している者で、本学が相当と認めるもの。 

（申請受付期間） 

第３条 入学資格認定申請の受付期間は、次の各号に掲げる期間とする。 

(1) 入試センター試験の出願受付開始前で本学が指定する期間 

(2) 大学入試センター試験終了後で、本学が指定する期間 

（提出書類） 

第４条 本学の個別入学資格審査により入学資格申請を希望する者は、次の書類を提出しな

ければならない。 

(1) 入学資格認定申請書（本学所定の様式） 

(2) 学習等の履歴書（本学所定の様式） 

(3) 入学資格の審査区分（学習歴・実務経験・取得資格）に応じた提出書類 

(4) その他、本学が審査に必要として指定した書類 

（審査委員会の設置） 

第５条 入学資格審査を行うために、香川県立保健医療大学入学資格審査委員会（以下「審

査委員会」という。）を設置する。 

（審査委員会の組織） 

第６条 審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長 

(2) 副学長 

(3) 学生部長 

(4) 図書館長 

(5) 看護学科長 

(6) 臨床検査学科長 

(7) 入試委員長 

(8) 事務局長 

２ 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。 



 

３ 委員長は学長をもって充て、副委員長は副学長をもって充てる。 

４ 副委員長は、委員長の職務を補佐するとともに、委員長に事故あるときはその職務を代

行する。 

（審査委員会の会議） 

第７条 審査委員会の会議は、委員長が招集し会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させることができ

る。 

（審査の方法） 

第８条 審査委員会による入学資格審査は、審査を申請した者（以下「審査申請者」という。）

から別に定めるところにより提出された書類（以下「審査書類」という。）を用いて、別に

定める基準に基づいて行う。 

２ 前項の審査は、審査申請者ごとに個別に行う。 

（入学資格認定） 

第９条 教授会は、審査委員会の審査結果を受け、審査申請者の本学への入学資格の認定の

可否を審議する。 

２ 学長は、前項の審議結果を参酌して認定の可否を決定し、速やかに審査申請者に通知す

る。 

３ 前項の通知は、審査申請者に対する文書の交付によって行う。 

（入学資格の再審査） 

第10条 前条第２項において認定可と決定された者について、審査書類の内容に虚偽記載が

あることが判明した場合には、審査委員会はあらためて入学資格審査を行う。 

２ 学長は、前項の審査の報告を受け、既に認定可と決定された者の入学資格の認定の可否

をあらためて決定する。 

（事務） 

第11条 入学資格審査に関する事務は、事務局において行う。 

（委任） 

第12条 この規程に定めるもののほか、入学資格審査に関し必要な事項は、学長が別に定め

る。 

附 則 

この規程は、平成１７年５月１８日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 


